
川崎市排水設備指定工事店の皆様へ

令和８年４月１日から、排水設備計画確認申請書の様式
を右記のとおり変更しますのでお知らせいたします。
また、これに伴い 他人の土地又は排水設備を使用する

場合に提出を求めていた「承諾書の写し」は、提出不要と
なります。

【重要】排水設備計画確認申請における様式変更などのお知らせ

※ 『オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）』については、
令和８年４月１日から新様式用のフォームに変更されます。

●新様式の上下水道局ウエブサイト掲載箇所

上下水道局トップページ ⇒ 事業者の方へ ⇒ 公共下水道への接続について ⇒
申請書等ダウンロードコーナー

https://www.city.kawasaki.jp/800/category/226-5-7-1-0-0-0-0-0-0.html

●新様式

変
更
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所

●問合せ先
南部下水道事務所（川崎区・幸区） Tel：044-344-4866
中部下水道事務所（中原区・高津区） Tel：044-751-2966
西部下水道管理事務所（宮前区） Tel：044-852-5131
北部下水道管理事務所（多摩区・麻生区） Tel：044-954-0208

令和8年4月1日から令和8年3月31日まで

新様式※旧様式※排水設備計画確認申請書

不要必要承諾書の写しの提出


